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エネルギー起源ＣＯ２の部門別排出状況と2010年目標

出典：環境省報道発表資料（2007.5.29）、京都議定書目標達成計画

2010年度目標※

（1990年比増減）

（ ）内は、2005年実績と目標との差

（百万t-CO2）

※ 1990～2005年度の実績は、京都議定書目標達成計画策定（2005.4.28閣議決定）以降に精査のうえ、IPCC事務局に提出（2006.8.30）
した際の算定方法に基づくもの。

※ 「2010年度目標」及び「1990年比増減」は、京都議定書目標達成計画（2005.4.28閣議決定）に記載されているもので、今後、精査、
見直しが必要。 １
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2010年度の温室効果ガス排出量の推計

２

（百万t-CO2）

実績

排出量
基準年度
比増減率

排出量
基準年度
比増減率

排出量
基準年度
比増減率

対策上位
ケース

対策下位
ケース

エネルギー起源CO2 1,059 1,203 +13.6% 1,107 +4.6% 1,122 +5.9%

産業部門 482 456 -5.5% 438 -9.1% 441 -8.5%

民生（業務その他部門） 164 238 +44.6% 211 +28.5% 215 +30.9%

民生（家庭部門） 127 174 +36.7% 145 +13.4% 148 +16.1%

運輸部門 217 257 +18.1% 245 +12.7% 249 +14.5%

エネルギー転換部門 68 78 +15.7% 68 +0.9% 69 +1.0%

85 91 +6.6% 86 +1.7% 86 +1.7%

メタン 33 24 -27.9% 23 -31.5% 23 -31.5%

一酸化二窒素 33 25 -22.0% 25 -23.7% 25 -23.6%

51 17 -66.9% 32 -38.1% 32 -38.1%

1,261 1,360 +7.8% 1,273 +0.9% 1,287 +2.1%

注）１：基準年度は18年８月に条約事務局に提出した割当量報告書における計算方法により算出した基準年度排出量、2005年度は確定値

　　２：下線は基準年度総排出量比

　　３：想定よりも社会経済活動量が大きくなる場合や個々の既存の対策・施策の効果が現在の想定を下回る場合もあり得る

2010年度推計結果

対策上位ケース

2005年度

不足削減量

非エネルギー起源CO2

20 34

京都議定
書の基準
年度

1,253 -0.6%

区　分

目標達成計画
目標

基準年度
比増減率

代替フロン等3ガス

総排出量

対策下位ケース

出典：中央環境審議会地球環境部会・
産業構造審議会環境部会地球環境小委員会第21回合同会合資料
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▲約37

業務その他部門

127

164

412

238

174
家庭部門

302

165

291

137

（百万ｔ-CO2）

（※）（基準年）

運輸部門,
21% 産業部門, 38%

民生部門（家庭部門・業務その他部門）のCO2排出状況と２０１０年目標

◇エネルギー起源CO2排出量のうち、「家庭部門」 、「業務その他部門」の占める割合はそれぞれ約１４％、
約２０％となっている。

◇２００５年度の「家庭部門」、「業務その他部門」のCO2排出量は１９９０年比でそれぞれ３６．７％、４４．６％
増加。２０１０年度目標達成のためには、それぞれ約３７百万ｔ-CO2（２００５年度比で２１．４％）、約７３百
万ｔ-CO2（２００５年度比で３０．６％）の削減（※）が必要。

◇エネルギー起源CO2排出量のうち、「家庭部門」 、「業務その他部門」の占める割合はそれぞれ約１４％、
約２０％となっている。

◇２００５年度の「家庭部門」、「業務その他部門」のCO2排出量は１９９０年比でそれぞれ３６．７％、４４．６％
増加。２０１０年度目標達成のためには、それぞれ約３７百万ｔ-CO2（２００５年度比で２１．４％）、約７３百
万ｔ-CO2（２００５年度比で３０．６％）の削減（※）が必要。

※1990～2005年度の実績は、京都議定書目標達成計画策定
（2005.4.28閣議決定）以降に精査のうえ、IPCC事務局に提出
（2006.8.30）した際の算定方法に基づくもの。

※2010年度の数値は、京都議定書目標達成計画（2005.4.28閣議決定）
に記載されているもので、今後、精査、見直しが必要。

出典：環境省公表資料

●エネルギー起源CO2排出量の
部門別構成比（2005年度）

●民生部門（家庭部門・業務その他部門）
のCO2排出量の削減見通し

エネルギー
転換部門, 7%

家庭部門,
14％

（約1／7）

【住宅】

業務その他部門, 20％
（約1／5）

【建築物】

３

▲約73



2,000㎡以上の新築建築物の省エネ基準達成率
＜８割（2006年度）＞

建築物の省エネ性能の向上

新築住宅の省エネ基準達成率
＜５割（2008年度）＞

住宅の省エネ性能の向上

京都議定書目標達成計画 （住宅・建築物の省エネ性能の向上）

約2,550万t-CO2約850万t-CO2

・建築主等の努力義務（省エネ法）
・建築主等の届出義務（省エネ法）

（2,000㎡以上の建築物のみ）

・グリーン庁舎の整備等の推進
・既存官庁施設の運用管理の徹底
・総合環境性能評価手法の開発・普及
・融資、税制等による支援
・先導的技術開発の支援
・設計・施工に係る技術者の育成
・業務ビル等の省エネ化補助
・学校エコ改修の実施
・関係業界の自主的な取組の促進

・建築主等の努力義務（省エネ法）
・建築主等の届出義務（省エネ法）

（2,000㎡以上の住宅のみ）

・住宅性能表示制度の普及推進
・総合環境性能評価手法の開発・普及
・公共住宅等の省エネ措置の支援
・融資等による省エネ住宅の誘導
・先導的技術開発の支援
・設計・施工に係る技術者の育成
・関係業界の自主的な取組の促進

建築物の省エネ性能の向上住宅の省エネ性能の向上

目標 （対策評価指標）

国の施策及び排出削減の見込み

４



281.9 計

78.3 ○ エネルギー転換

28.3 ○ 運輸

6.8 ・ 高効率給湯器、照明等の導入

34.6 ・ 省エネ家電等

8.5 ・ 住宅の省エネ性能向上

55.6 ○ 家庭

11.2 ・ ビルエネルギー管理システム

25.5 ・ オフィスビルの省エネ性能向上

40.9 ○ 業務その他

48.0 ○ 産業

30.8 ○ 部門間連携（地域、社会経済システム対策）

排出削減見込量

281.9 計

78.3 ○ エネルギー転換

28.3 ○ 運輸

6.8 ・ 高効率給湯器、照明等の導入

34.6 ・ 省エネ家電等

8.5 ・ 住宅の省エネ性能向上

55.6 ○ 家庭

11.2 ・ ビルエネルギー管理システム

25.5 ・ オフィスビルの省エネ性能向上

40.9 ○ 業務その他

48.0 ○ 産業

30.8 ○ 部門間連携（地域、社会経済システム対策）

排出削減見込量

京都議定書目標達成計画（抜粋：排出量削減見込量）

各部門の排出削減見込量 （百万ｔ－CO2）

業務その他
部門の約６割

家庭部門
の約２割

５

（例）

（例）



新築住宅の省エネ基準適合率※の推移 新築建築物の省エネ基準適合率※の推移

対策評価指標：
2008年度に新築住宅の５割が適合

住宅・建築物の省エネ化の進捗状況

対策評価指標：
2006年度に2,000㎡以上の新築建築物の８割が適合

2003年4月より省エネ

措置の届出を義務づけ

2006年4月より省エネ

措置の届出を義務づけ
目標年度 目標年度

※住宅性能評価を受けた住宅のうち、平成11年省エネ
基準に適合している住宅の戸数の割合を新築住宅の省
エネ基準適合率と仮定。

省エネ措置の届出
を踏まえた推計値

排出削減見込量：850万t-CO2 排出削減見込量：2,550万t-CO2

※当該年度に建築確認された建築物（2,000㎡以上）のう
ち、平成11年省エネ基準に適合している建築物の床面
積の割合

（平成11年省エネ基準） （平成11年省エネ基準）

６
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CO2排出量

床面積

CO2排出量／床面積
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業務部門におけるＣＯ２排出量の状況

●業務部門のＣＯ２排出量増加は、床面積の増加や建物使用時間（営業時間）の増加
など利用方法の変化が大きな要因と考えられる。

●業務部門のＣＯ２排出量増加は、床面積の増加や建物使用時間（営業時間）の増加
など利用方法の変化が大きな要因と考えられる。

環境省公表資料

建物用途別の建物使用時間（営業時間）の推移

5.4%

3.8%

9.6%

23.5%

7%

27%

増加率

１日あたり営
業時間

12.610.2大規
模

中規
模

１日あたり営
業時間

11.410.4

スーパー

１日あたり営
業時間

23.622.1コンビニ

１日あたり建
物使用時間

11.811.2テナ
ント

１日あたり建
物使用時間

1110.6自社
ビル

事務所

年間総営業
時間

3,6132,847百貨店

単位20051990

延べ床面積とCO2排出量の推移

百貨店協会及びチェーンストア協会公表資料

並びに関西地区建物エネルギー消費実態報告書・

都内大規模事業所のエネルギー使用に関わる実態調査より

７



＋33.9＋12,216
（＋100％）

48,227
（100％）

36,011
（100％）

合計

＋77.2＋9,166
（＋75.0％）

21,044
（43.7％）

11,878
（33.0％）

動力他※

＋76.7＋1,765
（＋14.4％）

4,066
（8.4％）

2,301
（6.4％）

厨房用

＋13.2＋1,132
（＋9.3％）

9,737
（20.2％）

8,605
（23.9％）

給湯用

＋1.2＋153
（＋1.3％）

13,380
（27.7％）

13,227
（36.7％）

暖冷房用

増加割合
(％)

増加量
(1010kcal)

2004年度消費量
(1010kcal)

1990年度消費量
(1010kcal)

出典：ｴﾈﾙｷﾞー ・経済統計要覧より作成

●また、動力他と並んで、厨房用が1990年比で＋76.7%と非常に増加している。

●2004年度では、エネルギー消費量のうち、動力他が全体の43.7%と大きな割合を占めており、
かつ1990年からの増加量も＋9,166（増加割合＋77.2％）と非常に大きい。

業務部門におけるエネルギー消費の推移

※ 動力他には、照明、機器（OA機器、冷凍庫、自動販売機、遊戯機器等）などを含む。

８



家庭部門におけるCO2排出量と世帯数の推移
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出典：環境省公表資料

基準年（1990年）

0.0台（90年度）→0.8台（04年度）温水洗浄便座

0.1台（90年度）→1.0台（04年度）パソコン

0.0台（90年度）→0.7台（04年度）ＤＶＤプレーヤー

1.2台（90年度）→1.3台（04年度）電気冷蔵庫

1.3台（90年度）→2.3台（04年度）ルームエアコン

2.0台（90年度）→2.5台（04年度）カラーテレビ

家庭における機器ごとの電力使用量の推移

１世帯当たりの機器の保有台数の推移

出典：エネルギー・経済統計要覧から資源エネルギー庁作成

出典：電力調査統計より資源エネルギー庁作成

年度

●家庭部門のＣＯ２排出量増加は、世帯数の
増加や機器使用の増加などライフスタイル
の変化が大きく影響していると考えられる。

●家庭部門のＣＯ２排出量増加は、世帯数の
増加や機器使用の増加などライフスタイル
の変化が大きく影響していると考えられる。

家庭部門におけるCO2排出量の状況

９



家庭部門におけるＣＯ２排出量の推移

出典：温室効果ガス排出・吸収目録、エネルギー・経済統計要覧（日本エネルギー経済研究所）等より作成。

基準年総
排出量比

+41
（100%）

+29
（70.7%）

+3
（7.3%）

+9
(22.0%）

増加量
（百万t-CO2）

＋13.3%＋31.5%
168

（100％）
127

（100％）
合計

＋7.3%＋44.3%93
（55.4％）

64
（50.4％）

動力他※

＋2.7%＋10.1%33
（19.6％）

30
（23.6％）

給湯用

＋3.3%＋26.3%42
（25.0％）

33
（26.0％）

暖冷房用

1990年度比増加率2004年度排出量
（百万t-CO2）

1990年度排出量
（百万t-CO2）

※動力他には、照明、家電のほか、厨房用のCO2排出量も含む。

●ＣＯ２排出量のうち、動力他が1990年比で＋44.3%と非常に増加している。

●2004年度では、ＣＯ２排出量のうち、動力他が全体の55.4%と大きな割合を占めて

おり、かつ1990年からの増加量も＋29百万ｔ-CO2と非常に大きい。
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家庭における用途別世帯当たりエネルギー消費量の欧米諸国との比較（2001年）

●欧米諸国では、家庭用エネルギー消費に占める暖房の割合が非常に大きい。
●日本は、欧米諸国と比べ非常に暖房の割合が小さい。

●欧米諸国では、家庭用エネルギー消費に占める暖房の割合が非常に大きい。
●日本は、欧米諸国と比べ非常に暖房の割合が小さい。

11

66

46

50

48

51

54

58

37

21

12

25

17

18

16

12

7

7

7

15

14

3

4

2

2

1

4

2

3

2

4

18

25

10

13

11

9

7

8

16

11

2

6

1

112

97

81

80

75

74

74

55

54

41

0 20 40 60 80 100 120

カナダ
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スウェーデン

デンマーク
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オーストラリア

日本

世帯当たりエネルギー消費量（GJ/世帯・年）

暖房 給湯 調理 照明・家電 冷房

出典：2004年度世界の暮らしとエネルギーに関する調査報告書、（財）社会経済生産性本部「フォーラム・エネルギーを考える」
       （委託先：住環境計画研究所）、2005.3
注：オーストラリアは1999年・その他は2001年データ
　　アメリカ、日本の調理は暖房給湯以外のガス・LPG分であり調理用電力は含まない。
　　カナダの調理用電力は1997年データ。オーストラリアの冷房は暖房に含まれる。
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那覇

福岡

京都

名古屋

東京

新潟

仙台

札幌

暖房

冷房

給湯

調理

照明他電力

地域ごとの家庭におけるエネルギー消費

（単位 ＧＪ/世帯）

●札幌では、暖房エネルギー消費が約半分を占める。
●その他の都市では、暖房の割合は相対的に低く、給湯や照明他電力の割合が大きい。

●札幌では、暖房エネルギー消費が約半分を占める。
●その他の都市では、暖房の割合は相対的に低く、給湯や照明他電力の割合が大きい。

出典：財団法人建築環境・省エネルギー機構「自立循環型住宅への設計ガイドライン」

住宅におけるエネルギー消費の現状（８都市域の戸建住宅に関する比較）
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●約７割の人が、暖房または冷房エネルギーが一番エネルギー消費が大きいと認識。
●実態は照明・家電が一番大きく、実態と認識が大きく乖離。

●約７割の人が、暖房または冷房エネルギーが一番エネルギー消費が大きいと認識。
●実態は照明・家電が一番大きく、実態と認識が大きく乖離。

家庭におけるエネルギー消費の実態と認識

どの用途が一番大きいと思うかという問に対
する回答（Ⅳ地域（東京等））

（回答数988）

冷房
30%

給湯
16%

照明・家電
14%

暖房
40%

～認識～

○実際は、動力他（照明・家電等）が最もエ
ネルギー消費が大きい。

○暖房や冷房が最もエネルギー消費が大き
いと思われている。

～実態～

出典：東京理科大学井上隆研究室 出典：エネルギー経済統計要覧

・断熱性の向上
・暖房機器の効率化
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省エネ法の概要

工場・事業場

事業者の努力義務・判断基準の公表

第一種ｴﾈﾙｷﾞー 管理指定工場
（ｴﾈﾙｷﾞー 使用量3,000kl/年）
・ｴﾈﾙｷﾞー 管理者の選任義務
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞー 使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で

あるとき大臣の指示、公表、命令
（罰則）

第二種エネルギー管理指定工場
(ｴﾈﾙｷﾞー 使用量1,500kl/年）
・ｴﾈﾙｷﾞー 管理員の選任
・ｴﾈﾙｷﾞー 使用状況等の定期報告
・従来の熱・電気の区分を廃止、熱と

電気を合算して（原油換算）規制。
← 判断基準に照らし、著しく不十分
であるとき、大臣の勧告

[今般の改正のポイント]
○従来分けていた、熱と電気の管理

について、昨今の工場・事業場にお
ける実態を踏まえ、一体的に管理
するよう改正。

○結果として、指定工場裾切り値を事
実上の引き下げ、対象工場・事業
場数を拡大

○登録調査機関制度の創設（同機関
の確認調査を受けた場合において、
定期報告の提出等を適用除外）

運 輸

１．輸送事業者（貨物・旅客）
事業者の努力義務・判断基準の公表

特定輸送事業者
（保有車両数 ﾄﾗｯｸ200台以上、鉄道

300両以上等）
・中長期計画の提出義務
・ｴﾈﾙｷﾞー 使用状況等の定期報告
← 判断基準に照らし著しく不十分で

あるとき大臣の勧告、公表、命令
（罰則）

２．荷主
事業者の努力義務・判断基準の公表

特定荷主
（年間輸送量が3000万ﾄﾝｷﾛ以上）
・計画の提出義務
・委託輸送に係るｴﾈﾙｷﾞー 使用状況

等の定期報告
←判断基準に照らし著しく不十分で

あるとき大臣の勧告、公表、命令
（罰則)

[今般の改正のポイント]
○新たに、運輸部門に関する措置を

追加。（定期報告等は19年4月か
ら）

住宅・建築物

建築主・所有者の努力義務
判断基準の公表
・建築主・改修を行う者、特定建築物

所有者に対し、建築物の設計、施工
及び維持保全について指導、助言。

・住宅の設計・施工について国土交通
大臣が指針公表。

特定建築物
（延べ床面積2,000㎡以上の住宅を含

む建築物）
・特定建築物について、新築、大規模

改修を行う建築主・所有者（特定建
築主等）の、所管行政庁※に対する
省エネ措置の届出義務。

←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の指示・公表。

（※所管行政庁：建築主事を配置し、建築確認

等を行う都道府県等）

・届出を行った特定建築主等の、維持
保全の状況に係る所管行政庁への
定期報告

←判断基準に照らし著しく不十分であ
るとき所管行政庁の勧告。

[今般の改正のポイント]
○新たに、建築物の所有者（維持・保

全、修繕、改修）を対象に位置づけ。
○新たに、大規模な改修の場合にお

ける届出を義務付け。
○新たに、2000㎡以上の住宅を、

特定建築物の対象に加え、届出を
義務付け。

機械器具

平成18年4月施行の地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正法
で導入される温室効果ガスの排出量の算定・報告・公表制度において、エネル
ギー起源二酸化炭素の排出量については省エネ法に基づく定期報告のデータ
を活用することとしている。

（改正法：平成１７年８月成立・公布、平成１８年４月施行）

ｴﾈﾙｷﾞー 消費機器の製造・
輸入事業者の努力義務

特定機器
判断断基準の公表
（トップランナー基準）
・乗用自動車、ｴｱｺﾝ、ﾃﾚﾋﾞ等の

省ｴﾈﾙｷﾞー 基準。それぞれの
機器において現在商品化さ
れている製品のうち最も優れ
ている機器の性能以上にす
ることを求める。

・新たに、液晶・ﾌﾟﾗｽﾞﾏTV、
DVDﾚｺー ﾀﾞ、重量車を対象追
加。

←性能の向上を相当程度行う
必要があるとき、大臣勧告・
公表。

一般消費者への情報提供
・電力・ガス会社等による省エ

ネ機器普及や情報提供事業
の実施と実績の公表

・家電等の小売業者による店
頭での分かりやすい省エネ
情報（年間消費電力、燃費
等）の提供

[今般の改正のポイント]
○新たに、情報提供の努力義

務を規定。

情報提供

14



住宅

2,000㎡以上の建築物（非住宅）

・新築・増改築の際、省エネ措置に係る事項
を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表

2,000㎡以上の住宅

・新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エ
ネ措置に係る事項を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表

拡充

○上記届出をした者は、届け出た省エネ措置に関する維持保全の状況を定期に所管行政庁に報告。
（維持保全の状況が著しく不十分な場合は、所管行政庁が勧告）

建築物

〈改正前 （2003～）〉 〈改正後 （2006～）〉
【省
エ
ネ
措
置
の
努
力
義
務
】

【省エネ措置の届出義務（一定規模以上が対象）】

ストック対策の強化
一定規模（床面積2,000㎡以上）の非住宅建築物の大規模修繕等を行う者に対し、所管行政庁への省エネ措置

の届出を義務付け（改正前は、新築・増改築する者に対してのみ義務付け）
住宅に関する対策の強化

一定規模（床面積2,000㎡以上）の住宅についても、非住宅建築物と同様に所管行政庁への省エネ措置の届出
を義務付け（改正前は、努力義務のみ）

※大規模修繕等：外壁、窓等の大規模の修繕・模様替、空気調和設備等の設置又は大規模の改修
※省エネ措置 ：建築物の外壁、窓等の断熱化、空気調和設備等の効率的な利用

【改正のポイント】

【改正内容】

 

※所管行政庁：建築主事を配置し、建築確認等を行う都道府県等

2005年公布、2006年4月1日施行

省エネ法の改正による住宅・建築分野の省エネ対策の強化
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2,000㎡以上の建築物（非住宅）

・新築・増改築及び大規模修繕等の際、省エ
ネ措置に係る事項を所管行政庁に届出

・省エネ措置が著しく不十分 → 指示・公表



38.5% 11 .8%

2 .3%

10.6% 10.8%

4.2%

9.7%

6 .1% 9 .3%

5 .1%

11 .5%

5.2%

60 .5%3 .0% 3.0%

8.1%
棟数

(126,842棟）

合計床面積

( 79 ,316千㎡）

100㎡未満

100-150㎡

150-200㎡

200-300㎡

300-500㎡

500-1000㎡

1000-2000㎡

2000㎡以上

29 .2% 46 .3%

31.5%

12.9% 6.3%

8.3%

2 .9%

6.2% 4 .5% 4.0%11 .7% 12.4%

1 .2% 0.5%

21.5%

0 .7%

棟数

(597,078棟）

合計床面積

(106 ,363千㎡）

100㎡未満

100-150㎡

150-200㎡

200-300㎡

300-500㎡

500-1000㎡

1000-2000㎡

2000㎡以上

住宅・建築物の面積区分別の合計床面積と棟数

●住宅

●建築物（非住宅）

は、省エネ法の届出義務の対象となる2,000㎡以上

建築着工統計（平成17年度）より集計
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省エネ法に基づく届出、指示、公表等の実績（平成１５～１８年度）

83%

3,567

0

17

4,295

非住宅建築物

平成１６年度

73.2%

2,683

0

48

3,665

非住宅建築物

平成１５年度

97.4%

4,362

0

22

4,474

非住宅建築物

平成１７年度 平成１８年度

46.5%96.2%適合率

1,4355,195適合件数

00公表件数

13351指示件数

3,0835,399届出件数

住宅非住宅建築物
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建築物の省エネ基準

●省エネ基準｢PAL｣および｢CEC｣は、建物用途別に規定している。

【事務所、ホテル、病院、物販店舗、飲食店、学校、集会所、工場】

●建築物の省エネ基準は、建築計画や外皮設計（ガラスの仕様、断熱材の厚さ等）などの断熱

性能に関わる基準「PAL」と建築設備の省エネルギー性能に関わる基準「CEC」からなる。

●「CEC」は、建築設備毎に基準を規定している。【CEC/AC（空調設備）、CEC/V(機械換気設備)、

CEC/L（照明設備）、CEC/HW（給湯設備）、CEC/E（昇降機）】

●省エネ基準は1980（昭和55）年に制定され、1993（平成５）年、1999（平成11）年に順次強化。

建築物の省エネルギー措置の具体例
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→ 使用していない部分の

空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用

・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御

・高効率照明の採用
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→ 使用していない部分の

空調は行わない

・配管の断熱

◇給湯設備
・ 省エネ型機器の採用

・ 配管の断熱

◇エレベーター
省エネ型機器の採用

◇照明
・周辺の明るさに対応した制御

・高効率照明の採用

◇外壁等の断熱

ルーバー（日よけ）

室内側屋外側

日射 日射量カット

熱ロス 大 熱ロス 小

断熱材熱

ダクト

EV

機械室

●建築物の省エネルギー対策のイメージ

0.75

0.85

0.925

1

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

S55年基準以前 S55年基準 H5年基準 H11年基準

●各省エネ基準に適合する建築物における

エネルギー消費量の比較

※ S55年基準以前（従来型）の建築物におけるエネルギー消費量
を１としたとき、それと同等の室内環境等を得るために必要な
エネルギー消費量（エネルギー消費指数）
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●全国を６つの地域に区分し、地域ごとに断熱性、気密性、日射遮蔽性等に関する基準を規定。
●1980（昭和55）年に制定。1992（平成4）年、1999（平成11）年に強化。
●2006年に共用部分の建築設備に関する事項を追加。

 

外壁断熱
100mm 

南窓の軒
ひさし 

天井断熱 
180mm 

床断熱 
100mm 

東西窓の
日除け 

常時換気
システム 

窓は複層 
ガラス 
（可 能な ら
断熱サッシ）

暖冷房は
エアコン 

連続す
る防湿
気密層

Ⅳ地域仕様

56

39

32

22

0

10

20

30

40

50

60

無断熱 S55年基準 H4年基準 H11年基準

（GJ/年・戸）

住宅の省エネ基準

●木造戸建住宅の断熱化のイメージ ●年間暖冷房エネルギー消費量※の試算

●基準ごとの断熱仕様等の比較

2.7 W/（㎡K）以下4.2 W/（㎡K）以下5.2 W/（㎡K）以下－熱損失係数
性能基準

5.0 c㎡/㎡以下－－－相当隙間面積

年間暖冷房エネルギー消費量※

年間暖冷房費※

開口部（窓）

断熱材（天井）

断熱材（外壁）

約5万2千円/年約7万5千円/年約9万2千円/年約 13万3千円/年

約22GJ約32GJ約39GJ約56GJ

アルミ二重サッシ
又はアルミサッシ＋複層ガラス

アルミサッシ
＋単板

アルミサッシ
＋単板

アルミサッシ
＋単板

グラスウール180㎜グラスウール85㎜グラスウール40㎜なし

グラスウール100㎜グラスウール55㎜グラスウール30㎜なし

仕様基準

H11年基準（現行基準）H4年基準S55年基準S55年以前項 目

※ 一定の仮定をおいて、国土交通省において試算。 19



欧米諸国との住宅の断熱基準の比較

（単位 ＧＪ/世帯）
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in Japan
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フランス
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[暖房度日]

日本
（平成11年基準）

1.63
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家庭におけるエネルギー消費実態と現行の省エネ基準

冷房用
2%

厨房用
6%

動力他
37%

給湯用
28%

暖房用

27%

●家庭におけるエネルギー消費の実態

出典：エネルギー経済統計要覧

2006年1 999年

判 断 基 準 、 設 計 ・施 工 等 指 針判 断 基 準

そ の 他 機 器

昇 降 機

照 明

換 気

給 湯

暖 冷 房

共 用 部 分専 用 部 分

住 宅

建

築
設

備

非 住 宅

建 物 外 皮
（断 熱 性 ）

判 断 基 準 、 設 計 ・施 工 等 指 針判 断 基 準

そ の 他 機 器

昇 降 機

照 明

換 気

給 湯

暖 冷 房

共 用 部 分専 用 部 分

住 宅

建

築
設

備

非 住 宅

建 物 外 皮
（断 熱 性 ）

断熱・ 気密・ 日射遮蔽 性に関する基準

住棟セントラル型設
備に関する留意事項

共用設備に
関する基準

断熱・日射 遮蔽性
に関する基準 （PAL）

C EC/ AC

家 電、厨 房機器 などは 対象外

CEC/HW

C EC/V

CE C/ L

CE C/ EV

住棟セントラル型設
備に関する留意事項

共用設備に
関する基準

共用設備に
関する基準

基 準 策 定 年

●住宅・建築物の省エネ基準 （建物本体・建築設備）

住宅・建築物では、暖房用、給湯用、動力他のエネルギーが、そ
れぞれ一定の割合をもって使用されており、総合的な対策が必要。
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木造住宅の断熱施工のイメージ

床と壁の取り合い部

断熱材をすき間
なく施工

乾燥木材をカットして
すき間なく施工

筋交い部

断熱材を筋交いに
合わせてカット

はがした防湿層
をかぶせる

22



既存ストックの省エネ改修の例

高断熱窓への取り替え

壁の断熱改修

複層ガラス複層ガラス複層ガラス

高効率な設備への取り替え

【参考】機器のエネルギー消費効率
の改善実績（例）
・ルームエアコン（全体）：67.8％
（1997→2004）
・蛍光灯器具（全体）：35.6％
（1997→2005）
・給湯器（個別）：15～30％

（エコキュート、エコジョーズ等の例）

高効率照明器具への取り替え 熱源装置の台数分割
（部分負荷時の効率向上）
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住宅性能表示制度の概要

●制度の実績

○ 新設住宅着工戸数に占める割合（2006年度）
約20％

○累計交付戸数（2007年3月末まで）：
設計住宅性能評価(新築住宅) 91万戸
建設住宅性能評価(新築住宅) 52万戸

13,214 24,706 42,036 54,061 58,217 61,945
48,457

68,939

95,178
109,177

137,077

193,562

61 ,671

93 ,645

137,214

163,238

195 ,294

255,507

5.3%

8.2%

11.7%

13.7%

15.6%

19.9%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H13 H14 H15 H16 H17 H18

戸建住宅 共同住宅 合計 新築着工に占める割合

等級４ 平成11年基準相当

等級３ 平成４年基準相当

等級２ 昭和55年基準相当

等級１ 対策なし

①

⑤

③

⑥

④維持管理・更新への配慮

⑨

⑦

⑧

⑩ 防犯

② 火災時の安全

省エネルギー対策等級

●制度のイメージ

住宅品質確保法による、省エネ性能等住宅の性能について消費者に分かりやすく表示する制度

（住宅性能表示制度）の普及を推進。 （2000～）

住宅品質確保法による、省エネ性能等住宅の性能について消費者に分かりやすく表示する制度

（住宅性能表示制度）の普及を推進。 （2000～）
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建築物総合環境性能評価システム（ＣＡＳＢＥＥ）の開発・普及

住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の低減等を、総合的な環境性能と

して一体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標として示す建築物総合環境性能評価システム

（CASBEE：Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency）の開発・普及

を推進。 （2001～）

住宅・建築物の居住性（室内環境）の向上と地球環境への負荷の低減等を、総合的な環境性能と

して一体的に評価を行い、評価結果を分かり易い指標として示す建築物総合環境性能評価システム

（CASBEE：Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency）の開発・普及

を推進。 （2001～）

 

  サービス性能  Ｑ-２ 

資源・マテリアル ＬＲ－２  

 
室内環境 

Q－ １ 

エネルギー 
ＬＲ－１ 

敷 地外環境 
ＬＲ－３ 

 

 
室外環境 
Q－３ 

評価結果イメージ
室内環境

サービス性能
室外環境

エネルギー
資源・マテリアル

敷地外環境

CASBEEのイメージ

環境品質･性能環境品質･性能

Q Q (Quality)(Quality)

環境負荷環境負荷
L L (Load)(Load)

仮想境界

BEE=

敷地境界
敷地外への土壌汚染

境界から外部への騒音、
廃熱、排水など

資源消費、CO2排出など
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●評価結果の提出義務及び公表

●評価結果を活用したインセンティブの付与

●評価結果を活用した消費者への情報提供

名古屋市、大阪市、横浜市、京都市、大阪府、京都府、神戸市、川崎市、兵庫県、静岡県、
福岡市、札幌市、北九州市で導入済み

地方自治体におけるＣＡＳＢＥＥの活用

・建築物の新築・増築は工事着手21日前までにCASBEEによる評価結果を届出。
・届出された建築物環境計画書の概要をインターネット・窓口で公表。

・金融機関との連携による融資優遇（川崎市）

・補助事業の採択要件化、優先順位の評価項目（大阪市、名古屋市）
・総合設計制度の許可要件化（大阪市、横浜市等）

・マンション広告への評価結果表示義務（川崎市）

横浜銀行 ：星印３個以上の新築マンションについて、店頭表示金利より、最大▲1.2％の金利優遇。
住友信託銀行 ：星印４個以上の新築マンションについて、店頭表示金利より、星の数に応じて、最大▲1.3％

の金利優遇。（星印４個：▲1.2％、５個：▲1.3％）

環境配慮マンション向け金利優遇住宅ローン（川崎市）

民間企業におけるＣＡＳＢＥＥの活用

民間企業の自主的な取組として、評価結果の自主的な公表によるアピールや物件の
プロポーザル要件とするなどの取組例がある。

ＣＡＳＢＥＥの活用事例
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ＣＡＳＢＥＥの充実

●CASBEEよるＣＯ２を明示した評価イメージ

ＬＣＣＯ２削減量又は率

0 20 40 60 80

建設 改修・修繕・解体 運用

100%

88%

参照値

評 価

対 象

（kg-CO2/年・㎡）

0 20 40 60 80

建設 改修・修繕・解体 運用

100%

88%

参照値

評 価

対 象

（kg-CO2/年・㎡）

●CASBEEすまい（戸建）（2007年開発）のイメージ●CASBEEまちづくり（2006年開発）の評価対象

Q
UD

-1：自然環境

Q
UD

-2：地区のサービス性能

Q
UD

-3：地域社会への貢献

L
UD

-1：微気候・外部空間の環境影響

L
UD

-2：社会基盤

L
UD

-3：地域環境マネジメント

QQUDUD：まちづくりにおける環境品質・性能環境品質・性能

ＬＬUDUD：まちづくりにおける環境負荷：まちづくりにおける環境負荷

BEEBEEUDUD =

Q
H
-1: 室内環境を健康・快適・安心にする

Q
H
-2: 長く使いつづける

Q
H
-3: まちなみ・生態系を豊かにする

LR
H
-1: エネルギーと水を大切に使う

LR
H
-2: 資源を大切に使いゴミを減らす

LR
H
-3: 地球・地域・周辺環境に配慮する

QQHH：すまい(戸建)における環境品質・性能環境品質・性能

ＬＬHH：すまい：すまい((戸建戸建))における環境負荷における環境負荷

BEEBEEHH =

戸建住宅は、日本にある住宅の約半分を占め、
毎年約５０万戸建設されている。

CASBEEすまい（戸建）

１． 環境に配慮した住宅を増やして、
日本全体の環境負荷を削減する

２． 日本全体の住生活の質を向上させる

LCCO2量又は率
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●対象となる住宅

省エネルギー性能、バリアフリー性能、

耐震性能又は耐久性・可変性に優れた住宅

・省エネルギー性能

平成11年基準相当以上

（住宅性能表示基準における

省エネルギー対策等級４に相当）

●金利引き下げ幅

0.3％(当初５年間) 

●2007年度予算額

500億円(公庫へ出資)

（2006年度予算額 300億円）

住宅ローンの優遇による
省エネ住宅の誘導

住宅金融支援機構において、省エネルギー
性能等の優れた住宅について、証券化ロー
ンの金利引き下げを行うことにより、質の高
い住宅の供給を促進。

●対象となる建築物

延べ床面積2,000㎡以上かつ次の何れ

かの要件を満たすもの

・建築物の省エネルギー化

・水資源の有効活用又は雨水の流出抑制

・緑化による良好な都市環境の保全・創出

・建築物の長寿命化

●金利 ： 政策金利Ⅰ

●融資比率 ： 40％

日本政策投資銀行の低利融資制度
（エコビル整備事業）による誘導

環境に配慮した建築物の整備を促進する
ため、特定の要件を満たす建築物の整備事
業に対し、低利融資を実施。

28
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地域住宅交付金の活用

●2007年度予算額 1,870億円
（2006年度予算額 1,520億円）

○高断熱住宅の整備への助成

○公営住宅の外壁や窓等の断熱改修

○環境に配慮した公営住宅の整備 等

○環境共生住宅のモデル展示や効果の検証

等

＜環境共生モデル住宅＞

２１世紀都市居住緊急促進事業

●施行者 民間事業者、（独）都市再生機構

●補助対象

・地球環境貢献型：建築物の省エネ措置

（H11基準相当）

躯体の高耐久化、可変性確保等

など

●補助率

建設費の３％他

●実績
・地球環境貢献型：55地区、11,836戸

新田地区（東京都足立区）

●2007年度予算額 2,531億円の内数
（2006年度予算額 2,591億円の内数）

●基幹事業（公営住宅の整備等）

●提案事業（地方公共団体の提案）

次世代省エネ基準への対応と、
パッシブクーリングに配慮した設計

地方公共団体が主体となり、住宅の省エ
ネ化の促進も含め地域における住宅政策
を自主性と創意工夫を活かしながら総合的
かつ計画的に推進。

環境・資源問題の深刻化などを含む都市・住宅
問題に対処しつつ、21世紀にふさわしいゆとりあ
る生活空間の実現を図る。
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長期にわたる省資源化に資す
る公営住宅等の整備

地域住宅交付金を活用した環境配慮・省エネ住宅の普及促進（例）

環境に配慮した公営住宅等の整備

○公営住宅等整備事業

：基幹事業

：提案事業

イメージ：深沢環境共生住宅（東京都世田谷区）⇒屋上緑化、風力発電

○公営住宅等整備事業

環境負荷の少ないクリー
ンエネルギーの普及促進を
図るため、太陽光発電装置
の設置を支援。

民間住宅等への太陽光発電設備の設置

民間住宅等における屋上緑化等の推進

○緑のへい・屋上緑化の推進（東京都墨田区）

区内の民間建築物で、道路に面して緑のへい（生垣や植樹帯）を設置した
所有者や、屋上緑化した建物の所有者に補助を実施。

○太陽光発電装置設置補助（栃木県宇都宮市）

＜緑のへい＞ ＜屋上緑化＞

○屋上緑化助成（東京都豊島区）

イメージ：ハイツ長森（岐阜県岐阜市）⇒駐車場緑化、太陽光発電、雨水利用

民間住宅等への雨水利用設備の設置
○雨水貯留施設補助（愛知県豊橋市）

雨水の有効利用による環
境保全を図るため、民間住
宅に雨水貯蔵層を設置する
ことに対し、助成を実施。

雨水貯蔵タンクのイメージ⇒

＜屋上緑化＞

環境共生住宅の普及促進

○環境共生住宅の普及促進（岩手県）

＜環境共生モデル住宅＞

○人と環境にやさしいモデル住宅展示事業
（宮城県）

岩手の風土と環境を生
かした環境共生住宅の
普及促進のため、ﾊﾟﾝﾌ
ﾚｯﾄの配布やモデル住宅
による啓発を支援。

○環境共生住宅の検証（東京都世田谷区）

イメージ：クリゾンテムふくの（富山県南砺市）
⇒スケルトン・インフィル仕様を採用。

○公営住宅ストック総合改善事業

公営住宅等の断熱化等

イメージ：町営凌雲団地（和歌山県高野町）

太陽光発電装置のイメージ⇒

環境共生に配慮したモデルハウスを展示し、県民
の住意識の啓発や地域工務店等への技術普及を
支援。

既に共用開始している太陽光発電や雨水利用な
ど様々な工夫がなされた環境共生住宅（公営住宅
等）の効果を検証。

２１世紀都市居住緊急促進事業により、
次世代省エネルギー基準を満たし、高耐
久性使用やスケルトン・インフィル仕様等
により長期にわたる省資源化に資する公
営住宅等を整備。

民有地の緑化を推進し、ヒートアイランド
現象の緩和、大気汚染の低減を図るため、
民間建築物の屋上緑化に補助を実施。

既存公営住宅等の改善事業において、
外壁の改修等と併せて外断熱工事を行
うことにより、公営住宅等の省エネ化を
実現。

＜外断熱改修の施工風景＞
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複数建物での面的なエネルギー対策

複数の建物での面的なエネルギー対策により、個々の建物単位では実現できないエネルギー
の効率的な利用が可能。

［効果例］
・スケールメリットを生かし、個々の建物では導入が難しい設備（より高効率な設備、蓄電・蓄熱
や燃料電池等分散型設備、地域の特性に応じた太陽光・風力設備等）が導入可能。

・このような設備の採用・組合せにより、部分負荷運転を回避し、設備を最適な状態で運転可能。
・エネルギー利用の平準化効果。

●熱融通による効率改善のイメージ

年間を通じ、時間帯ごとに街区内で最も効
率の良くなる組合せで機器を運転し、建物間
で熱の融通を行なうことにより、街区全体の
効率が改善

ピーク時間帯以外は個々の建物で機器が
部分負荷運転となり、長時間の低効率な運
用となる

＜個々の建物で計画する場合＞ ＜複数建築物で計画する場合＞
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複合開発の例 ～晴海トリトンスクエア～

※ＤＨＣシステム性能評価委員会試算

計測

性能評価

ｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ

（実稼働での性能検証）

Ｈ1３年度 Ｈ1４年度 Ｈ1５年度Ｈ1２年度

データ取りデータ取り データ取り

省エネ性

環境保全性

ﾘｺﾐｯｼｮﾆﾝｸ゙ｺﾐｯｼｮﾆﾝｸﾞ

機能性
制御性
経済性

普遍性

保守性他

ﾘｺﾐｯｼｮﾆﾝｸ゙

計測準備

機器確認

工場試験

準備期間

（準備段階）

・3年間性能検証・モニタリング調査
・結果を元に改善計画策定･実行

0

1,000

2,000

一般ビル 晴海

ｴﾚﾍﾞー ﾀ等

コンセント

照明

空調

搬送動力

熱源

●一般ビル比 28％省エネルギー
MJ/㎡･年

28％減

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

一般ビル 晴海

32％減

kg-CO2/㎡･年

●一般ビル比 32％省ＣＯ２
ＤＨＣ
プラント

エネルギーの面的利用

ＤＨＣ
プラント

ＤＨＣ
プラント

ＤＨＣ
プラント

エネルギーの面的利用

・街区全体のエネルギー管理主体の設置
・継続的性能評価手法の導入

●取組の概要

●期待される効果

＜地区の概要＞
所在地：東京都中央区晴海１丁目
事業主体：東京都市サービス㈱
開発面積：約10万㎡
延床面積：約60万㎡

・計画段階から街づくりとエネルギー計画を一体化
・最新鋭の省エネシステムの採用（大型蓄熱槽、高効率熱源機等）

出典：平成17年度先導的負荷平準化機器導入普及モデル事業補助金 「自治体・都市再生向けエネルギーシステム普及促進セミナー」資料
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既存建物の改善の例 ～横浜市新横浜地区～

●期待される効果

・隣接する複数の建物の負荷

が集約されることにより、

建物単体ではなし得ない

効率化を実現

所在地：横浜市港北区鳥山町1752
事業主体：横浜市、㈱エネルギーアド

バンス、東京ガス㈱
敷地面積：約３.５万㎡

延床面積：約４万㎡（３建物合計）

（屋上へのコージェネレーション機器の導入）

＜地区の概要＞

出典：横浜市まちづくり調整局ほか、「横浜市ＥＳＣＯ事業事例」パンフレット

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン

＜改修前＞ ＜改修後＞

年間のＣＯ2

排出削減効果

30.5％削減

年間のエネルギー
消費量（一次ｴﾈﾙｷﾞｰ）

18.2％削減

＜改修前＞ ＜改修後＞

総合医療
センター

リハビリ
センター

ラポール

総合医療
センター

リハビリ
センター

ラポールベ
ー
ス
ラ
イ
ン

（1.4万m2 平成４年開館）
- 空調熱源機２台のうち１台を更新

（1.2万m2 昭和６２年開所）
- ガスエンジン （350kW､発電効率40.5% ）コー

ジェネレーションシステムを新設
- コージェネ排熱投入型吸収冷温水機を新設

（1.4万m2 平成４年開設）
- 空調熱源機２台のうち１台を更新 ほか

スポーツ文化センター 横浜ラポール

総合リハビリテーションセンター

総合保険医療センター

・３つの建物間に熱融通導管を設置
・送風機、ポンプ類のインバータ制御を導入
・施設内部にほとんど影響することなく進められる改修工事を採用等

●取組の概要
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伝統的な環境調和型住宅と木造住宅の森林吸収源対策への貢献

木造住宅の森林吸収源対策への貢献伝統的な環境調和型住宅（例）

Ｃ

Ｃ

Ｏ2

Ｃ

Ｃ

ＣＯ
2

木造住宅を巡る木材の循環

森林

木材

光合成

木造住宅

解体後
熱利用

木造住宅

●木造住宅の
振興は、国産
材の利用を通
じて森林吸収
源対策に貢献

●伝統的に日本人
は環境に調和した
住宅を好む傾向
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